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第１章 研究の背景と目的 

生物多様性条約は、ラムサール条約など特定の地域・種の保全の取り組みだけでは生物多様性の保

全は図れないとの認識から、包括的な枠組みとして 1992 年に採択された。2002 年の第６回締約国会

議で環境アセスメントと戦略的環境アセスメントのガイドラインが採択された。環境アセスメントは

計画の支援と開発実施の重要な意思決定のツールとして認識され、その重要性が認められている。 
日本では 2002 年に新・生物多様性国家戦略が策定された。環境アセスメントの充実として影響の

予測手法や環境影響の回避・低減・代償措置を含む環境保全措置（ミティゲーション）のための技術

的・制度的手法を向上させていくとしている。また、環境影響評価法について、回避・低減を優先し

て検討した上でもなお残る環境影響について、代償措置の検討が行われるべきであるという考え方が

十分に周知される必要があるという課題が指摘されている。 
日本は締約国として生物多様性の保全に取り組んでいく必要がある。そこで本研究では、日本の環

境アセスメントの充実に向け、締約国に求められている環境アセスメントとミティゲーションの内容

を明らかにすることを目的とした。 
 

第２章 研究方法 

生物多様性条約、環境アセスメントとミティゲーションの位置付けについて調査した。文献調査と

インターネットを用いて調査した。研究期間は 2005 年 11 月～2006 年 1 月まで。 
 
第３章 研究結果 

第１節 生物多様性条約 

１．生物多様性条約の概要 
生物多様性条約は UNEP（United Nations Environment Programme）を中心に、1992 年にブラ

ジルで開催された地球サミットで採択され、1993 年に発効となった。2005 年 12 月の時点で 188 ヶ

国が加盟している。生物多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用か

ら生ずる利益の公平かつ衡平な配分を目的としていた。42 の条文により構成され、「生物多様性」は

第 2 条で「陸地、海洋、その他の水界生態系、それらを複合した生態系における生物の間の変異性を

意味し、種内の多様性、種間の多様性、生態系の多様性を含む」と定義されていた。生物多様性国家

戦略の策定、環境アセスメント等の実施が規定された。 
２．締約国会議および科学技術上の助言に関する補助機関 
締約国会議は第 23 条により設置、通常会議が７回、臨時会議が 1 回行われ、182 の決議が採択され

た。内容は、生物多様性に関する科学上及び技術上の助言の検討、議定書の検討及び採択、条約やそ

の付随書の改正の検討と採択等であった。オブザーバーとして国際連合、その専門機関及び国際原子

力機関、関連のある分野において認められた団体や機関が会議に参加することが可能とされていた。 
科学技術上の助言に関する補助機関（Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 

Advice、以下 SBSTTA）は第 25 条により設置され、これまでに 11 回の会合が開かれ、106 の提案を

締約国会議に提出していた。機関の機能は生物多様性の現状評価の提供、締約国会議から SBSTTA へ

の質問の返答、条約の規定に従って取られる方策の評価であった。 
３．日本の取り組み 

1992 年に地球サミットで署名、1993 年に批准。1995 年に第 6 条に基づき生物多様性国家戦略を策

定した。その後、5 年を目途に見直しを行うとし、2001 年より見直しが行われ、2002 年に新・生物

多様性国家戦略が策定された。条約事務局に 3 回にわたる国別報告書、移入種、山岳生態系、保護地
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域、技術移転と協力といったテーマ別報告書を提出した。 
 
第２節 環境アセスメントとミティゲーションの位置付け 

１．環境アセスメントとミティゲーション 

第 14 条において「生物の多様性へ

の著しい悪影響を回避し又は最小にす

るため、そのような影響を及ぼすおそ

れのある締約国の事業計画に対する環

境アセスメントを定める適当な手続き

を導入すること」としている。決議Ⅵ/
７で「環境アセスメントは提案される

プロジェクトまたは開発について、社

会経済的、文化的、人間の健康の中で

の有益な影響と不利な影響を考慮し、

予想される環境影響を評価するプロセ

ス」とされていた。環境アセスメントの基本要素はスクリーニング、スコーピング、影響評価と複数

案の開発、報告、環境影響評価書の見直し、意思決定、モニタリングの段階が必ず含むだろうとして

いた。また、ミティゲーションについても第 14 条において「生物の多様性に著しい悪影響を及ぼす

おそれのある計画、政策の環境への影響について十分な考慮が払われることを確保するため、適当な

措置を導入すること」とされていた。 
２．環境アセスメントガイドラインと戦

略的環境アセスメントガイドライン 

ガイドライン作成には国際影響評価学

会とオランダ環境アセスメント委員会が

協力した。環境アセスメントガイドライ

ンの目的は生物多様性の配慮の統合、戦

略的環境アセスメントガイドラインの目

的は生物多様性問題の統合についての指

針の提供であった。対象者は国内当局、地域当局、国際機関といった関係者とされていた。 

３．ケーススタディの分析 

条約事務局ホームページ上のデータベースには影響評価に関する 82 件のケーススタディが登録さ

れていた。情報の種類としては学術論文、ワークショップ文書、ガイドライン等があった。環境アセ

スメント、戦略的環境アセスメント等の事例が紹介されていた。地域別の事例の件数としては、西欧

諸国、アフリカ、アジア太平洋地域の順であった。締約国と他の政府機関は、関連するケーススタデ

ィの寄稿を強く要請されていた。 
 

第４章 結論 

影響評価は生物多様性条約の中で横断的問題の一つとされ、UNEP、IUCN、国際影響評価学会な

ど幅広いパートナーと協力している。環境アセスメントとミティゲーションは生物多様性条約第 14
条で必要に応じてできる限りすべきであるとしている。また、決議Ⅵ/７で締約国は第 14 条の実施に

関連してガイドラインを適用することを強く要請されている。日本は生物多様性の保全を考慮した環

境アセスメントの一層の充実が必要となる。 
 
第５章 考察 

締約国会議の決議、ケーススタディ等は条約事務局のホームページからダウンロードが可能であり、

積極的な情報公開の姿勢がうかがえた。第 7 回締約国会議では他の条約や国際機関との協力が議題と

されていた。具体的にワシントン条約、ラムサール条約、ボン条約、世界遺産条約の名前が挙がって

いた。これらの条約における環境アセスメントとミティゲーションの位置付けについても調査する必

要があると考えられる。 
 
主要引用文献 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity（2001）“Handbook of the Convention on 
Biological Diversity”Earthcan Publications，London，690pp. 

表１ 影響評価に関する決議 
西暦 決議 内容 

1998 年 Ⅳ/10
事務局に SBSTTA による環境アセスメントや戦略的環境アセスメント

等の総合的な報告書を要請 

Ⅴ/ 5 影響評価に関する情報とケーススタディに関する要求を繰り返す 
2000 年

Ⅴ/18 SBSTTA に第 6 回締約国会議までにガイドラインの作成を要請 

Ⅵ/ 7 ガイドラインを採択し、さらに発展させることを決定 
2002 年

Ⅵ/22 締約国、政府、機関にガイドラインの適用を強く要請 

Ⅶ/ 7 締約国に現在の経験に基づくケーススタディの寄稿を強く要請 

2004 年
Ⅶ/10

SBSTTA が国際影響評価学会と協力してガイドラインを検討し、締約

国会議が採択 

 

表２ 各ガイドラインの内容 
名称 内容 

環境アセスメント 

ガイドライン 

第４版（2005 年 7 月） 

環境アセスメントのプロセスの段階 

環境アセスメントの各段階での生物多様性問題 

生物多様性のためのスクリーニング基準 

生態系の指標となるリスト 

生物多様性の特徴 

戦略的環境アセスメント

ガイドライン 

第７版（2005 年 7 月） 

戦略的環境アセスメントについて 

意思決定における生物多様性への特別な注意 

生物多様性問題に関係する事柄 

生物多様性の位置付け 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


